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【年通号数】公開・登録公報2008-009
【出願番号】特願2007-521581(P2007-521581)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月2日(2008.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
管材と、該管材を少なくとも部分的に包囲するコイルとを備えるカテーテルであって、
　該コイルは、第１材料からなる第１部分と、該第１材料とは異なる第２材料からなる第
２部分とを備え、
　該コイルの第２部分は、該コイルの第１部分の内側に配置されることと、
　該カテーテルは、植込み可能な医療用人工器官搬送システムにおいて内カテーテルとし
て使用できるように形成されることとを特徴とするカテーテル。
【請求項２】
前記コイルは、前記管材の外面と一体である請求項１に記載のカテーテル。
【請求項３】
前記コイルは、前記カテーテルの周囲にらせん状に巻き付けられる請求項１に記載のカテ
ーテル。
【請求項４】
前記第１材料はポリマーを含む請求項１に記載のカテーテル。
【請求項５】
前記ポリマーは、ポリアミド、ポリウレタン、スチレンブロックコポリマーおよびこれら
の混合物から選択される請求項４に記載のカテーテル。
【請求項６】
前記第２材料は金属または合金を含む請求項１に記載のカテーテル。
【請求項７】
前記第２材料は、ステンレス鋼、形状記憶合金、プラチナ、金およびこれらの組合せから
選択される請求項６に記載のカテーテル。
【請求項８】
前記カテーテルの軸線方向の長さに沿って、前記管材およびコイルの少なくとも一部を包
囲するコーティングをさらに備える請求項１に記載のカテーテル。
【請求項９】
前記コーティングは、前記管材の露出面および前記コイルの露出面と接触する請求項８に
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記載のカテーテル。
【請求項１０】
前記コーティングは熱収縮コーティングである請求項８に記載のカテーテル。
【請求項１１】
管材と、該管材を少なくとも部分的に包囲するコイルとを有するカテーテルと、
　該管材を少なくとも部分的に包囲するシースとを備える植込み可能な医療用人工器官搬
送システムであって、
　該コイルは、第１材料からなる第１部分と該第１材料とは異なる第２材料からなる第２
部分とを備えることと、
　該コイルの第２部分は、該コイルの第１部分の内側に配置されることと、
　該カテーテルおよび該シースは、それらの間に植込み可能な医療用人工器官を配置でき
るように形成されることとを特徴とする搬送システム。
【請求項１２】
前記カテーテルと前記シースとの間に前記植込み可能な医療用人工器官をさらに備える請
求項１１に記載の植込み可能な医療用人工器官搬送システム。
【請求項１３】
管材と、
　該管材を少なくとも部分的に包囲するコイルと、
　該管材およびコイルを少なくとも部分的に包囲するコーティングとを備えるカテーテル
であって、
　該カテーテルは、植込み可能な医療用人工器官搬送システムにおいて内カテーテルとし
て使用できるように形成されることを特徴とするカテーテル。
【請求項１４】
前記コーティングは、前記管材の露出面および前記コイルの露出面と接触する請求項１３
に記載のカテーテル。
【請求項１５】
前記コーティングは熱収縮コーティングである請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１６】
前記コーティングは、ポリエステル、ＦＥＰ、およびＰＴＦＥから選択される請求項１３
に記載のカテーテル。
【請求項１７】
前記コイルは、前記管材の外面と一体である請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１８】
前記コイルは、前記カテーテルの周囲にらせん状に巻き付けられる請求項１３に記載のカ
テーテル。
【請求項１９】
第１材料と、該第１材料とは異なる第２材料とを含む請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項２０】
管材と、該管材を少なくとも部分的に包囲するコイルと、該管材および該コイルを少なく
とも部分的に包囲するコーティングとを備えるカテーテルと、
　該カテーテルを少なくとも部分的に包囲するシースとを備える植込み可能な医療用人工
器官搬送システムであって、
　該カテーテルおよび該シースは、それらの間に植込み可能な医療用人工器官を配置でき
るように形成されることを特徴とする搬送システム。
【請求項２１】
前記カテーテルと前記シースとの間に前記植込み可能な医療用人工器官をさらに備える請
求項２０に記載の植込み可能な医療用人工器官搬送システム。
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